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第第５５節節  立立会会ⅡⅡ  

（令和２年、５年、６年出題） 

１．本節で学ぶこと 

 

 本節では、「監査マニュアル作成ガイド「財務諸表項目の監査手続編」（中間報告）（監査委員会研究報告

第 11号）」における、実地たな卸立会に係る監査手続の例示、及び「リモート棚卸立会に係る周知文書」（監

査基準報告書 501周知文書第１号）を紹介する。監査基準報告書 501 の内容については、基本論点編テキス

ト１ 第３章 第 16節「特定項目の監査証拠」の「２.棚卸資産の実在性と状態についての十分かつ適切な監

査証拠の入手」を参照のこと。 

 

 

２．監査手続の例示及び留意点                                                  〔Ａ〕 

 

（１） 監査手続の例示 

１ 実実地地棚棚卸卸規規程程、、棚棚卸卸計計画画書書、、棚棚卸卸指指示示書書等等をを事事前前にに入入手手し、その内容を把握する。 

２ 立会上の重点項目、テスト・カウントの範囲及び方法、注意すべき事項等実施に際して留意すべき事項

を事前に把握する。 

３ 必要と認めた場合には、立会開始前に保管場所の見取り図を入手して、工場、倉庫内を巡回し、棚卸の

準備状況及び現品の保管状況を視察する。 

４ 入出荷部門で棚棚卸卸指指示示書書どどおおりり適適切切なな入入出出庫庫のの調調整整がが行行わわれれたたかかどどううかかをを質質問問等等にによよりり確確かかめめるる。 

５ 長長期期滞滞留留品品、、不不良良品品等等にに対対ししてて、、棚棚卸卸担担当当者者ががどどののよよううにに注注意意をを払払っったたかかをを、、質質問問等等にによよりり確確かかめめるる。 

６ テテスストト・・カカウウンントトをを行行いい、、会会社社のの現現品品調調査査がが正正ししくく実実施施さされれ、、かかつつ、、ここれれがが正正ししくく棚棚卸卸原原票票（（タタググ））

にに記記入入さされれてていいるるここととをを確確かかめめるる。 

７ テスト・カウントにおいて、必要と認めた場合には、一部の物品について開袋や開箱等を行い、表示と

内容物の一致を確かめる。 

８ 計量器等の正確性について質問し、状況に応じて、監査担当者自らがその正確性を確かめる。 

９ 同一品目で保管場所が数ヶ所に分散している場合には、適切な棚卸原票の添付方法が採られているかを

確かめる。 

10 棚棚卸卸実実施施中中にに移移動動ののああっったた現現品品については、当該受受払払伝伝票票をを査査閲閲し、適適切切なな処処置置がが取取らられれたたここととをを確確かか

めめるる。 

11 異常品、預け品、預り品、未出荷品、未検収品、担保提供品の有無等について説明を求め、また、内容、

リスト等を入手し、現品調査等を行う。 

12 誤謬が発見された場合は、棚卸指示書（棚卸原票等の記載方法についての取扱い）に従って処理する。 

13 必要と認めた場合には、現品調査終了後に、会社の棚卸責任者等とともに工場、倉庫等を巡回し、すすべべ

ててのの現現品品にに棚棚卸卸原原票票がが添添付付さされれてていいるるここととをを確確かかめめるる。 

14 棚卸原票の回収状況と管管理理状状況況（（タタググ・・ココンントトロローールル））をを検検証証するため、棚卸原票使用報告書の内容を

使用済棚卸原票、書損じ棚卸原票、未使用棚卸原票等と照合する。 

Ａ 
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15 入出庫の締切処理手続（カット・オフ）の妥当性を検証するため、入出荷部門で棚棚卸卸基基準準日日のの前前後後〇〇〇〇

日日間間のの入入出出荷荷のの記記録録をを査査閲閲し、後後日日、、売売上上高高のの計計上上又又はは仕仕入入高高（（又又はは製製造造費費用用））のの計計上上、、ああるるいいはは債債権権

又又はは債債務務のの計計上上とと照照合合ででききるる資資料料をを入入手手又又はは作作成成する。 

 

（２） 留意点 

 テスト・カウントにおいては、単に数量のみでなく、品名、コード番号、品質区分、単位等、棚卸原票の

記載項目の全般にわたって検討する。 

 異常品について、棚卸原票に必要な記載がなされているか。 

 棚棚卸卸原原票票のの訂訂正正個個所所ににはは、、適適切切なな認認印印ががああるるかか。 

 棚卸対象外物品については、適切な説明が付されているか。 

 タタググ・・ココンントトロローールルのの検検証証はは、、現現品品調調査査終終了了時時にに実実施施ししてていいるるかか。 

 現現品品積積載載のの貨貨車車、、出出荷荷待待ちちののトトララッックク・・トトレレーーララーー等等ににつついいてて注注意意をを払払いい、、当当該該積積載載品品がが棚棚卸卸対対象象品品かか

どどううかかをを確確かかめめるる。 

 品質について専門家の意見を聴取する必要があるものについては、後日、所要の手続を実施する。 

 企業の最終的な在庫記録が実際の実地棚卸結果を正確に反映しているかどうかを判断するための監査手

続を実施する。 

 実地棚卸が期末日以外の日に実施される場合には、実地棚卸日と期末日の間における棚卸資産の増減が適

切に記録されているかどうかについて監査証拠を入手するための監査手続を実施する。 

 

（３） 監査手続の不備事例 

（（事事例例））十十分分かかつつ適適切切なな監監査査証証拠拠－－実実地地棚棚卸卸立立会会  

監査チームは、実地棚卸立会を実施しているが、棚卸手続を観察しテスト・カウントを実施するのみで、

実実地地棚棚卸卸記記録録のの網網羅羅性性をを確確認認すするる手手続続やや入入出出庫庫のの締締切切処処理理のの正正確確性性をを確確認認すするる手手続続をを実実施施ししてていいなないいなど、

実地棚卸記録の網羅性及び正確性に対する十分かつ適切な監査証拠を入手していない。 

（（事事例例））実実証証手手続続のの実実施施時時期期・・実実施施対対象象－－実実地地棚棚卸卸日日かからら期期末末日日ままででのの棚棚卸卸資資産産のの増増減減  

被監査会社は、循環実地棚卸を採用しており、それぞれの拠点ごとに異なる、期末日前の日を基準日とす

る実地棚卸を実施している。監査チームは、複数の拠点を対象として実地棚卸の立会を実施し、そのうち一

部の拠点を対象として、実地棚卸日から期末日までの棚卸資産の増減に対して監査手続を実施している。し

かしながら、監査チームは、棚棚卸卸資資産産のの増増減減のの検検証証対対象象外外ととししたた拠拠点点ににおおけけるる実実地地棚棚卸卸日日のの棚棚卸卸資資産産残残高高及及

びび実実地地棚棚卸卸日日かからら期期末末日日ままででのの棚棚卸卸資資産産のの増増減減内内容容をを把把握握ししてておおららずず、実地棚卸日から期末日までの棚卸資

産の増減に対して、十分かつ適切な監査証拠を入手するための監査手続を立案・実施していない。  
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３．リモート棚卸立会（監査基準報告書 501 周知文書第１号「リモート棚卸立会に係る周知文書」）             〔Ｂ〕 

 

（１） 背景 

 監査基準報告書 501「特定項目の監査証拠」の A1項においては、経営者は、通常、財務諸表の作成の基礎

とするため、及び該当する場合には企業の棚卸資産の継続記録の信頼性を確保することを目的として、少な

くとも年に一度実施する棚卸資産の実地棚卸の手続を策定していることが想定されている。また、これに対

応して、監監査査人人ににはは、、棚棚卸卸資資産産がが財財務務諸諸表表ににおおいいてて重重要要ででああるる場場合合ににはは、、実実務務的的にに不不可可能能ででなないい限限りり、、棚棚卸卸

資資産産のの実実在在性性とと状状態態をを確確かかめめるるたためめにに実実地地棚棚卸卸のの立立会会をを実実施施すするるここととがが要要求求さされれてていいるる（監基報 501 ３項）。

なお、ここにいう実地棚卸の立会とは、企業が実地棚卸を行う現場に監査人が赴き、実地棚卸の実施状況を

確かめるとともに棚卸資産の実在性と状態を確かめることを意図しているものと考えられる。 

 しかしながら、例えば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の影響等、被監査会社からの実地棚卸

の立会の取りやめの要請や棚卸資産の所在国の政府による入国制限措置等の様々な理由により、実実地地棚棚卸卸のの

立立会会をを行行ううここととがが実実務務的的にに不不可可能能なな例例外外的的なな場場合合がが想想定定さされれるる。 

 このような場合、監査人は、遠隔地から実地棚卸に立ち会うため、リモート棚卸立会の実施を検討するこ

とがある。この場合、近時の撮影技術及び画像処理技術並びに画像情報の送信技術を活用して、監査人及び

被監査会社が実地棚卸の実況及び必要な情報を送受信することにより、遠隔地から実地棚卸の立会を実施で

きることがある。 

 

リモート棚卸立会の代表的な方法等は以下の通りである。 

 

 リモート棚卸立会の代表的な方法としては、例えば、電話回線又はインターネットを経由して、被監査会

社が実施する実地棚卸の状況をビデオカメラにより撮影して監査人に実況を送信する方法がある。 

 リモート棚卸立会を行う場合、監査人は、被監査会社から受信した実地棚卸の状況又は棚卸資産の数量及

び状態の実況に関して、電話回線又はインターネット経由により、被監査会社とのコミュニケーションを

適時に行い、疑問を解消し、是正の要否に関する協議及び必要に応じた再確認を行う。 

 リモート棚卸立会において実況の送受信及び必要なコミュニケーションを行う場合、実地棚卸の場所・対

象資産等の状況によっては、ビデオカメラの内蔵されたスマートフォンのような携帯電話機を活用するこ

とで十分に可能な場合があり、大掛かりな撮影及び送信機具は必ずしも必要ではないことがある。 

 リモート棚卸立会においては、被監査会社の撮影者がビデオカメラを所持し、棚卸資産の所在地の実地棚

卸の状況や棚卸資産の数量及び状態を隈なく撮影して監査人に送信することが考えられる。 
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（２） リモート棚卸立会の対象先の選定に係る留意事項 

①①  棚棚卸卸資資産産がが財財務務諸諸表表ににおおいいてて重重要要ででああるるがが実実地地棚棚卸卸のの立立会会をを行行ううここととがが実実務務的的にに不不可可能能なな場場合合  

監査人は、棚卸資産が財務諸表において重要である場合には、棚卸資産の実在性と状態について十分

かつ適切な監査証拠を入手するため、実務的に不可能でない限り実地棚卸の立会を実施することが要求

されている（監基報 501 ３項）。この場合、監監査査人人ににととっってて単単にに不不都都合合ででああるるとといいううこことと、、監監査査手手続続にに

伴伴うう困困難難ささ、、時時間間、、又又はは費費用用のの問問題題自自体体はは、、監監査査人人がが、、実実地地棚棚卸卸のの立立会会をを省省略略すするる十十分分なな理理由由ととははなな

ららなないいことに留意する必要がある（監基報 501 Ａ12項）。 

 しかしながら、ある事業所等に所在する棚卸資産が財務諸表において重要である、又はその重要な虚

偽表示リスクに対応することが必要であるにもかかわらず、実実地地棚棚卸卸のの立立会会をを行行ううここととがが実実務務的的にに不不

可可能能なな例例外外的的なな場場合合がある。この場合には、以下のような対応が考えられる。 

 

(ⅰ) 所在地において、当該棚棚卸卸資資産産をを第第三三者者がが保保管管しし、、管管理理している場合には、監査人は以下の対応を実

施することに留意する。 

(a) 棚卸資産の数数量量及及びび状状態態に関して、第第三三者者にに対対ししてて確確認認をを実実施施することにより、棚卸資産の実

在性と状態について十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

(b) 第三者の信頼性及び客観性について疑義を生じさせる情報を入手した場合等においては、代替

的手続又は追加手続として、当該棚棚卸卸資資産産のの所所在在地地のの監監査査チチーームムののメメンンババーー又又はは他他のの監監査査人人がが

実実地地棚棚卸卸のの立立会会をを行行うう等を検討する（監基報 501 Ａ16 項）。 

(ⅱ) 所在地において、当該棚棚卸卸資資産産をを第第三三者者がが保保管管又又はは管管理理ししてていいなないい場合には、監査人は以下のいずれ

の対応を行うかを慎重に検討することに留意する。 

(a) リリモモーートト棚棚卸卸立立会会及及びびそそのの他他のの代代替替的的なな監監査査手手続続によって十分かつ適切な監査証拠を入手す

る（監基報 501 ６項、Ａ13項）。 

(b) 実地棚卸の立会のみならずリモート棚卸立会についても実務的に不可能であると判断される

ときには、リモート棚卸立会以外の代替的な監査手続を実施する。 

(ⅲ) リモート棚卸立会以外の代替的な監査手続を実施しても十分かつ適切な監査証拠を入手できないと

きには、監査範囲の制約に関する限定意見を表明するか又は意見を表明しない（監基報 501 ６項）。 

 

②②  事事業業所所ににおおけけるる棚棚卸卸資資産産にに対対すするる実実地地棚棚卸卸のの要要否否のの再再検検討討  

 新型コロナウイルス感染症拡大を踏まえ、過年度において実地棚卸の立会を実施していたそれぞれの

事業所における棚卸資産が財務諸表において重要であるかどうか改めて評価する。事業所の棚卸資産が

財務諸表において重重要要ででなないいとと判判断断さされれるる場場合合ににはは、、当当年年度度ににおおいいてて監監査査人人にによよるる実実地地棚棚卸卸のの立立会会はは

不不要要である。なお、監査人は重重要要なな虚虚偽偽表表示示リリススククのの程程度度をを勘勘案案ししてて、、実実地地棚棚卸卸のの立立会会以以外外ののそそのの他他

のの監監査査手手続続をを実実施施する。 

 その場合、棚棚卸卸資資産産のの実実在在性性とと状状態態にに関関ししてて、、重重要要なな虚虚偽偽表表示示リリススククをを許許容容可可能能なな低低いい水水準準ににままでで

抑抑ええるるここととががででききるるかかどどううかか、、監監査査手手続続のの種種類類、、時時期期及及びび範範囲囲にに留留意意する。 
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リリモモーートト棚棚卸卸立立会会のの対対象象先先のの選選定定のの流流れれ  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

（３） リモート棚卸立会の実施上の留意事項 

①①  棚棚卸卸資資産産にに係係るる重重要要なな虚虚偽偽表表示示リリススクク及及びび発発見見リリススククへへのの対対応応  

 監査人は、リモート棚卸立会を実施するかどうかを判断するに当たっては、監査リスクを許容可能な

低い水準に抑えるという観点から、例えば以下について十分な情報を得た上で合理的な判断を行う。そ

のために、監査事務所の方針及び手続に基づいて、専門的な見解の問合せを実施することがある（監基

報 200 Ａ24項）。 

 

・経済環境 

・当該事業所等に関して過年度の監査において立会を実施した経験及び入手した情報 

・被監査会社において新たに生じた重要な事象や状況 

・棚卸資産に関係する重要な虚偽表示リスクの程度及び不正リスクの状況 

・被監査会社の継続記録の整備状況 

・入手可能なその他の監査証拠の態様 

・被監査会社からの実地棚卸の立会の取りやめの要請の理由 

 

 監査人は、監査手続を立案し実施する場合には、監監査査証証拠拠ととししてて利利用用すするる情情報報のの適適合合性性とと信信頼頼性性をを

考考慮慮ししななけけれればばななららなないいが（監基報 500 ６項）、監査証拠として利用する情報の信頼性ひいては監査証

拠自体の証明力は、情報源及び情報の種類、並びに関連する場合には情報の作成と管理に関する内部統

制を含む情報を入手する状況によって影響される。また、一般に、原本により提供された監査証拠は、

デジタル化等により電子的媒体に変換された文書によって提供された監査証拠よりも証明力が強いと

事業所の棚卸資産が

財務詐表において重要か

No 

童要な虚｛為表示リスクの程度に応じた

対応手続を実施

重要な虚偽表示リスク吝考慮して

実地棚卸立会の対象事業所とするか

Yes 

実務的に可能か

No 

棚卸資産は第三者が｛呆管し

管理しているか

No 

リモート棚卸立会の実施が実務的に

可能てあり、リスクを許容可能な

水準に抑えることかてきるか

Yes 

リモート棚卸立会及びその他(])

代替的な監査手続を実施

実地棚卸の立会を実施しない
事業所においで）モート棚卸立会

及びその他(])手続を実施

実地棚卸立会を実施

第三者に対して確誇を実施

Yes T TNo 

第三者!J)信頼性及び客観性について

疑義か生しる情報を入手したか

Yes 

当該棚卸音産の所在地の監査チームの

メンJゞ一又は他の監査人による

実地棚卸の立会を実施

＇）モート棚卸立会以外(])

代替的な監査手続を実施

※十分かつ適切な監査証拠の入手かてき

ない場合、監査範囲!J)制約に関する

阪定意見を表明、又は意見不表明
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されている（監基報 500 Ａ31項）。 

 この規定の趣旨に鑑み、監査人は、ビビデデオオカカメメララややドドロローーンン等等にによよりり提提供供さされれるる実実況況映映像像にに基基づづきき

リリモモーートト棚棚卸卸立立会会をを行行うう場場合合ににもも、、監監査査証証拠拠ががデデジジタタルル化化等等にによよりり変変換換さされれてて提提供供さされれてていいるるここととにに

留留意意し、直接的な実地棚卸の立会を実施する場合とは監査証拠の証明力が異なること及びデジタル化に

伴う監査リスク（発見リスク）が生じることを勘案し、立会対象事業所における棚卸資産に関して識別

された重要な虚偽表示リスクを許容可能な低い水準に抑えることができるかどうかを検討し、その根拠

を監査調書に記載する。 

 監査人は、リモート棚卸立会を実施する過程で入手した監査証拠が過年度の実地棚卸の立会の際に入

手した情報と矛盾する場合には、重要な虚偽表示リスクに対応する監査手続として、リモート棚卸立会

の実施が依然として適切であるかどうか、検討することに留意する。 

 

②②  監監査査手手続続のの立立案案とと実実施施  

 監査人は、棚卸資産の実在性と状態に関する重要な虚偽表示リスク、不正リスクや内部統制の内容、

監査証拠のデジタル化に伴う発見リスク等に応じて、十分かつ適切な監査証拠を入手するために、以下

を考慮することが考えられる。 
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リリモモーートト棚棚卸卸立立会会のの留留意意事事項項  

 リモート棚卸立会を期末日以外に実施する場合には、立立会会日日かからら期期末末日日ままででのの間間のの取取引引にに対対ししてて監監査査手手続続

をを実実施施することが求められる（監基報 501 ４項、５項）。 

 過去の往査経験を勘案し、適適切切なな監監査査チチーームムメメンンババーーをを配配置置するとともに、監査人の要請に対応する被監

査会社のスタッフを現地において起用可能かどうか検討する。 

 ビデオカメラやドローン等により撮影した実実況況映映像像をを入入手手する。 

 実況映像を入手するに当たっては、撮影する対象に撮影者の恣意性が介入したり、実況映像を撮影する段

階で改竄が行われた場合、その検出が困難であることから、撮影対象となる棚卸資産の写しやすさ等を勘

案し、ビビデデオオカカメメララややドドロローーンン等等にによよりり提提供供さされれるる実実況況映映像像等等のの情情報報のの真真正正性性がが担担保保さされれてていいるるここととにに

つついいてて検検討討する。例えば、棚卸を始める前に対象場所を隈なく映し出してもらい全体のレイアウトを確認

する、撮影してもらいたい箇所を監査人から撮影者に依頼する。なお、複数台のビデオカメラを利用して

保管場所の一部だけではなく全体の画像を隈なく映し出すことにより、当該保管場所の全ての棚卸資産の

数量及び状態を把握することが可能か確かめる。 

 映像に映らない在庫の有無の観点から、事事前前ににロロケケーーシショョンン図図・・対対象象在在庫庫リリスストトななどどをを入入手手ししてて在在庫庫のの

保保管管場場所所をを確確認認する。 

 被監査会社が携帯電話機を利用している場合、その位置情報を利用して、リモート棚卸立会の映像の送信

場所が、対象事業所であることを確かめる。 

 リモート中継は、会社へ事前説明を行い、十分な理解を得るとともに、必要に応じて、事前にビデオカメ

ラ若しくは通信又は使用するツールの状況確認等を実施する。 

 

そそのの他他のの監監査査手手続続のの留留意意事事項項  

 リモート棚卸立会以外のその他の監査手続、例えば、実実地地棚棚卸卸日日又又はは期期末末日日以以前前にに購購入入ししたた特特定定のの棚棚卸卸資資

産産品品目目ににつついいてて当当該該日日後後にに販販売売さされれたたここととをを示示すす記記録録やや文文書書をを閲閲覧覧すするる（監基報 501 Ａ13項）等を、リ

モート棚卸立会と組み合わせて実施することを考慮する。 

 被監査会社の棚卸資産の継続記録の信頼性が適切に確保されていることを確認する。 

 リモート棚卸立会により確認した映像等が過年度の実地棚卸立会において経験したものと同等の内容か

どうか確かめる。 

 可可能能ででああれればばリリモモーートト棚棚卸卸立立会会日日後後、、監監査査報報告告書書日日ままででにに保保管管場場所所にに往往査査ししてて、、リリモモーートト棚棚卸卸立立会会でで確確

認認ししたた映映像像等等とと矛矛盾盾がが生生じじてていいなないいかか、、実実際際にに現現地地でで確確認認する。 

 内部監査人が実地棚卸に立ち会った場合には、内部監査人の作業結果を閲覧したり、棚卸の実施状況を内

部監査人から聴取する。 

 

 なお、リモート棚卸立会を実施した場合であっても、テテスストト・・カカウウンントトやや経経営営者者がが完完了了ししたた実実地地棚棚卸卸記記録録

のの写写ししのの入入手手（監基報 501 Ａ７項、Ａ８項）、経経営営者者にによよるる指指示示とと手手続続にに対対すするる評評価価（使用された実地棚卸

の記録用紙の回収、未使用の実地棚卸の記録用紙の取扱い、再カウント手続や、滞留品、陳腐化品等の識別、

及び基準日前後の棚卸資産の保管場所の移動等への対処）及及びび入入出出庫庫にに係係るるカカッットト・・オオフフ情情報報のの写写ししのの入入手手

等等（同Ａ４項、Ａ５項）、実地棚卸の立会の際に通常実施する手続を省省略略すするるここととははででききなないいことに留意す

る必要がある。
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